
国家戦略住宅整備事業（国家戦略特別区域法第16条）の活用

国際水準の
居住施設

【渋谷二丁目西地区】

産業の国際競争力強化及び国際的な経済活動の拠点の形成を図るため
に必要な、国際水準の居住施設（約12,000㎡、約100戸）を整備

□国際水準の住戸整備による、職住融合の実現
□多様な滞在期間に対応した賃貸住宅
□外国人、クリエイティブ人材等の居住に適した共用施設の充実

フィットネス ワーキングラウンジ 外国人対応の幼児施設多言語対応コンシェルジュ

国家戦略住宅整備事業の活用により、
渋谷二丁目西地区全体の容積率を約30％緩和（※）

住宅機能はC街区に
まとめて整備

（※参考）
Ｖｒ＝Ｖｃ（１＋２（３／（３－Ｒ）－１））
Ｖｒ：その一部を住宅の用途に供する建築物の容積率の最高限度の数値（1,300％）
Ｖｃ：都市再生特別地区に定める（当事業による緩和部分を除く）建築物の容積率の最高限度（1,270％）
Ｒ ：建築物の住宅の用途に供する部分の床面積の合計のその延べ面積に対する割合（3.72%）

→



渋谷二丁目西地区 住宅整備事業（案） 

 

国家戦略住宅整備事業を実施する区域 渋谷二丁目西地区 

その全部を住宅の用途に供する建築物 

の容積率の最高限度の数値 

157/10 

※地区全体に対して適用する。 

その一部を住宅の用途に供する建築物 

の容積率の最高限度の数値の算出方法 

Ｖｒ＝Ｖｃ（１＋２（３／（３－Ｒ）－１）） 

ただし、Ｖｒ－Ｖｃ≦３００％ 

 

Ｖｒ：その一部を住宅の用途に供する建築物の容積率の最高限度の数値（130/10） 
Ｖｃ：都市再生特別地区に定める（当事業による緩和部分を除く。）建築物の容積率の最高限度（127/10） 
Ｒ：建築物の住宅の用途に供する部分の床面積の合計のその延べ面積に対する割合（3.72%） 

※Ｖｒ、Ｖｃ、Ｒは、地区全体に対して適用する。 

 

（地区全体で、Ｖｒ=130/10、当該住宅Ｃ街区に配置、 

 適正配分後の容積率の最高限度は、Ａ街区 16/10、Ｂ街区 158/10、Ｃ街区 94/10） 

建築物の敷地内に設けられる空地の要件 敷地面積の 2/10以上かつ道路に接して有効な部分が 1/10以上 

建築物の敷地面積の規模 0.5ha以上 

 

「区域は計画図表示のとおり」 
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この地図は、 国土地理院長の承認 （平２４関公第２６９号） を得て作成した東京都地形図 （Ｓ＝１ ： ２， ５００） を使用 （３都市基交第２６５号） して作成したものである。 無断複製を禁ずる。

「（承認番号） ３都市基街都第６３号、 令和３年６月２日」
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